
第一八九回 

閣第三九号 

   独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律案 

 独立行政法人大学評価・学位授与機構法（平成十五年法律第百十四号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 題名を次のように改める。 

   独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 

 目次中「・第十七条」を「－第二十二条」に、「第十八条・第十九条」を「第二十三条

－第二十五条」に、「第二十条－第二十二条」を「第二十六条－第二十八条」に改める。 

 第一条及び第二条中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改

革支援・学位授与機構」に改める。 

 第三条中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構」に改め、「図るとともに」の下に「、国立大学法人等（国立大学法人（同条

第一項に規定する国立大学法人をいう。第十六条第一項第二号及び附則第十三条第一項第

一号において同じ。）、大学共同利用機関法人（同法第二条第三項に規定する大学共同利

用機関法人をいう。第十六条第一項第二号において同じ。）及び独立行政法人国立高等専

門学校機構をいう。同項第三号において同じ。）の施設の整備等に必要な資金の貸付け及

び交付を行うことにより、その教育研究環境の整備充実を図り、あわせて」を加える。 

 第六条中「大学評価・学位授与機構」を「大学改革支援・学位授与機構」に改める。 

 第十一条第二項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を「独立行政法人大学改

革支援・学位授与機構法（平成十五年法律第百十四号）」に改める。 

 第十六条第一項中第五号を第七号とし、第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、第

一号の次に次の二号を加える。 

 二 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところによ

り、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付け（次

条及び第十九条第一項において「施設費貸付事業」という。）を行うこと。 

 三 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の

設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付（以下「施設費交付事業」とい

う。）を行うこと。 

 第二十二条を第二十八条とする。 

 第二十一条第二号中「第十七条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同条に次の一号

を加える。 

 三 第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定により文部科学大臣

の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 

 第二十一条を第二十七条とし、第二十条を第二十六条とし、第五章中第十九条を第二十

五条とし、第十八条を第二十四条とし、同条の前に次の一条を加える。 



 （財務大臣との協議） 

第二十三条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。 

 一 第十八条第一項の規定による承認をしようとするとき。 

 二 第十九条第一項、第二項若しくは第五項又は第二十一条の規定による認可をしよう

とするとき。 

 第十七条の見出しを「（利益及び損失の処理の特例等）」に改め、同条第一項中「機構

は」の下に「、施設整備勘定以外の一般の勘定において」を加え、「前条に規定する業

務」を「第十六条に規定する業務のうち同条第一項第二号及び第三号に掲げる業務並びに

これらに附帯する業務以外の業務」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」

を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、

同項を同条第五項とし、同項の前に次の二項を加える。 

３ 施設整備勘定については、通則法第四十四条第一項ただし書及び第三項の規定は、適

用しない。 

４ 機構は、施設整備勘定において、通則法第四十四条第一項本文又は第二項の規定によ

る整理を行った後、同条第一項本文の規定による積立金があるときは、その額に相当す

る金額を、翌事業年度以降の施設費交付事業の財源に充てなければならない。 

 第四章中第十七条を第十八条とし、同条の次に次の四条を加える。 

 （長期借入金及び独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券） 

第十九条 機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充てるため、文部科学大臣の認可を受

けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券（以下「債

券」という。）を発行することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還

に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行するこ

とができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 

３ 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己

の債権の弁済を受ける権利を有する。 

４ 前項の先取特権の順位は、民法（明治二十九年法律第八十九号）の規定による一般の

先取特権に次ぐものとする。 

５ 機構は、文部科学大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀

行又は信託会社に委託することができる。 

６ 会社法（平成十七年法律第八十六号）第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条

の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。 

７ 前各項に定めるもののほか、第一項又は第二項の規定による長期借入金又は債券に関

し必要な事項は、政令で定める。 

 （債務保証） 

第二十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律（昭和二十一年法律



第二十四号）第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前

条第一項又は第二項の規定による機構の長期借入金又は債券に係る債務（国際復興開発

銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律（昭和二十八年法律第五十一

号）第二条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。）について

保証することができる。 

 （償還計画） 

第二十一条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、文部科学大

臣の認可を受けなければならない。 

 （補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用） 

第二十二条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和三十年法律第百七十

九号）の規定（罰則を含む。）は、第十六条第一項第三号の規定により機構が交付する

資金について準用する。この場合において、同法（第二条第七項を除く。）中「各省各

庁」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」と、「各省各庁の長」と

あるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、同法第二条第一項

（第二号を除く。）及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四

条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」

と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構の事業年度」と読み替えるものとする。 

 第十六条の次に次の一条を加える。 

 （区分経理） 

第十七条 機構は、施設費貸付事業及び施設費交付事業に係る経理については、その他の

経理と区分し、特別の勘定（次条において「施設整備勘定」という。）を設けて整理し

なければならない。 

 附則第四条中「機構の職員と」を「独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改

正する法律（平成二十七年法律第▼▼▼号。附則第十三条第一項において「改正法」とい

う。）による改正前の第二条の独立行政法人大学評価・学位授与機構（以下この条及び次

条第三項において「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」という。）の職員と」に、

「機構の職員を」を「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の職員を」に改める。 

 附則第五条第三項中「機構の成立」を「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構の成

立」に、「引き続いて機構」を「引き続いて旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」に、

「引き続き機構」を「引き続き旧独立行政法人大学評価・学位授与機構（機構を含む。以

下この項において同じ。）」に、「の機構」を「の旧独立行政法人大学評価・学位授与機

構」に改め、同項ただし書中「機構」を「旧独立行政法人大学評価・学位授与機構」に改

める。 

 附則第十三条中「前条」を「第十二条」に改め、同条を附則第十四条とし、附則第十二

条の次に次の一条を加える。 



 （機構の業務に関する特例等） 

第十三条 機構は、当分の間、第十六条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとす

る。 

 一 国立大学法人法附則第十二条第一項の規定により国立大学法人から納付される金銭

を徴収し、承継債務（改正法附則第十条の規定による廃止前の独立行政法人国立大学

財務・経営センター法（平成十五年法律第百十五号。次号において「旧センター法」

という。）附則第八条第一項第二号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営セ

ンターが承継した債務のうち改正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するも

のをいう。）の償還及び当該承継債務に係る利子の支払（以下この条において「承継

債務償還」という。）を行うこと。 

 二 承継債務償還及び施設費交付事業に充てるため、旧センター法附則第八条第一項第

一号の規定により独立行政法人国立大学財務・経営センターが承継した財産のうち改

正法附則第二条第一項の規定により機構が承継するものの管理及び処分を行うこと。 

２ 機構は、当分の間、第十八条第四項に規定する積立金の額に相当する金額を、同項の

規定にかかわらず、承継債務償還に充てることができる。 

３ 承継債務償還については、第十九条第二項に規定する長期借入金又は債券の発行によ

る収入をもって充ててはならない。 

４ 機構が第一項に規定する業務を行う場合には、第十七条中「施設費貸付事業及び施設

費交付事業」とあるのは「施設費貸付事業及び施設費交付事業並びに附則第十三条第一

項に規定する業務」と、第二十七条第一号中「第十六条」とあるのは「第十六条及び附

則第十三条第一項」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条第二項及

び第三項並びに第十四条の規定は、公布の日から施行する。 

 （センターの解散等） 

第二条 独立行政法人国立大学財務・経営センター（以下「センター」という。）は、こ

の法律の施行の時において解散するものとし、次項の規定により国が承継する資産を除

き、その一切の権利及び義務は、その時において、独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構（以下「機構」という。）が承継する。 

２ この法律の施行の際現にセンターが有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施

するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。 

３ 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な

事項は、政令で定める。 

４ センターの平成二十六年四月一日に始まる中期目標の期間（独立行政法人通則法（平

成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）第二十九条第二項第一号に規定する



中期目標の期間をいう。次項において同じ。）は、平成二十八年三月三十一日に終わる

ものとする。 

５ センターの平成二十八年三月三十一日に終わる事業年度（次項及び第七項において

「最終事業年度」という。）及び中期目標の期間における業務の実績についての通則法

第三十二条第一項の規定による評価は、機構が受けるものとする。この場合において、

同条第二項の規定による報告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同条第四項前段

の規定による通知及び同条第六項の規定による命令は機構に対してなされるものとする。 

６ センターの最終事業年度に係る通則法第三十八条の規定による財務諸表、事業報告書

及び決算報告書の作成等については、機構が行うものとする。 

７ センターの最終事業年度における通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による利

益及び損失の処理に関する業務は、機構が行うものとする。 

８ 前項の規定による処理において、通則法第四十四条第一項及び第二項の規定による整

理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、当該積立金の処分は、機

構が行うものとする。この場合において、附則第十条の規定による廃止前の独立行政法

人国立大学財務・経営センター法（平成十五年法律第百十五号。同条を除き、以下「旧

センター法」という。）第十五条第二項から第五項まで及び附則第十一条第二項の規定

は、なおその効力を有するものとし、旧センター法第十五条第二項中「前項に規定する

積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余

があるときは、その残余の額」とあるのは「施設整備勘定以外の一般の勘定において、

通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間の最後の事業年度に係る通則

法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による

積立金があるときは、その額に相当する金額」と、同条第四項中「翌事業年度以降の施

設費交付事業」とあるのは「平成二十八年四月一日に始まる事業年度以降の独立行政法

人大学改革支援・学位授与機構法（平成十五年法律第百十四号）第十六条第一項第三号

に規定する施設費交付事業」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第二項から第四

項まで」と、旧センター法附則第十一条第二項中「承継債務償還」とあるのは「独立行

政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承継債務償

還」とする。 

９ 第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で

定める。 

 （機構への出資等） 

第三条 前条第一項の規定により機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その

承継の際、機構が承継する資産の価額（同条第八項の規定によりなおその効力を有する

ものとして読み替えて適用される旧センター法第十五条第四項に規定する積立金の額に

相当する金額があるときは、当該金額に相当する金額を除く。）から負債の金額を差し

引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。この場合において、機構は、



その額により資本金を増加するものとする。 

２ 前項に規定する資産の価額は、この法律の施行の日（以下「施行日」という。）現在

における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。 

３ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。 

 （非課税） 

第四条 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係

る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。 

 （センターの権利及び義務の承継に伴う経過措置） 

第五条 附則第二条第一項の規定により機構が承継する旧センター法第十六条第一項又は

第二項の規定によるセンターの長期借入金又は独立行政法人国立大学財務・経営センタ

ー債券（以下この項において「債券」という。）に係る債務について政府がした旧セン

ター法第十七条の規定による保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は

債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。 

２ 前項に規定する債券は、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授

与機構法（平成十五年法律第百十四号）第十九条第三項及び第四項の規定の適用につい

ては、同条第一項又は第二項の規定による債券とみなす。 

 （国家公務員法の適用に関する特例） 

第六条 旧センター法附則第三条の規定によりセンターの職員となった者に対する国家公

務員法（昭和二十二年法律第百二十号）第八十二条第二項の規定の適用については、セ

ンターの職員として在職したことを同項に規定する特別職国家公務員等として在職した

ことと、旧センター法附則第三条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを

任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみ

なす。 

 （国家公務員退職手当法の適用に関する特例） 

第七条 この法律の施行の際現に旧センター法附則第五条第三項に該当する者については、

同項の規定は、なおその効力を有する。 

 （機構の役員又は職員についての通則法の適用に関する経過措置） 

第八条 機構の役員又は職員についての通則法第五十条の四第一項、第二項第一号及び第

四号並びに第六項並びに第五十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる

これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 

通則法第五十条

の四第一項 

の中期目標管理

法人役職員であ

った者 

の中期目標管理法人役職員であった者（独立行

政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正

する法律（平成二十七年法律第▼▼▼号。第六

項において「平成二十七年改正法」という。）

附則第二条第一項の規定により解散した旧独立

行政法人国立大学財務・経営センター（独立行

政法人通則法の一部を改正する法律（平成二十

六年法律第六十六号）の施行の日以後のものに



限る。以下「旧センター」という。）の中期目

標管理法人役職員であった者を含む。以下この

項において同じ。） 

通則法第五十条

の四第二項第一

号 

であった者 であった者（旧センターの中期目標管理法人役

職員であった者を含む。） 

通則法第五十条

の四第二項第四

号 

当該中期目標管

理法人 

当該中期目標管理法人（旧センターを含む。） 

通則法第五十条

の四第六項 

したこと したこと（平成二十七年改正法附則第十条の規

定による廃止前の独立行政法人国立大学財務・

経営センター法（平成十五年法律第百十五号。

以下この項において「旧センター法」とい

う。）又は旧センターが定めていた業務方法

書、第四十九条に規定する規程その他の規則

（以下この項において「旧センター規則」とい

う。）に違反する職務上の行為をしたことを含

む。次条において同じ。） 

 させたこと させたこと（旧センターの役員又は職員にこの

法律、旧センター法若しくは他の法令又は旧セ

ンター規則に違反する職務上の行為をさせたこ

とを含む。次条において同じ。） 

 であった者 であった者（旧センターの役員又は職員であっ

た者を含む。） 

通則法第五十条

の六第一号 

であった者 であった者（旧センターの中期目標管理法人役

職員であった者を含む。） 

 定めるもの 定めるもの（離職前五年間に在職していた旧セ

ンターの内部組織として主務省令で定めるもの

が行っていた業務を行う当該中期目標管理法人

の内部組織として主務省令で定めるものを含

む。） 

通則法第五十条

の六第二号 

うち、当該中期

目標管理法人 

うち、当該中期目標管理法人（旧センターを含

む。） 

通則法第五十条

の六第三号 

、当該中期目標

管理法人 

、当該中期目標管理法人（旧センターを含む。

以下この号において同じ。） 

 （名称の使用制限に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行の際現に大学改革支援・学位授与機構という名称を使用している

者については、この法律による改正後の独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法第

六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。 

 （独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止） 

第十条 独立行政法人国立大学財務・経営センター法は、廃止する。 

 （独立行政法人国立大学財務・経営センター法の廃止に伴う経過措置） 

第十一条 センターの役員又は職員であった者に係るその職務上知ることのできた秘密を

漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。 



第十二条 センターが交付した旧センター法第十九条に規定する資金については、同条の

規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人国立大学

財務・経営センター」」とあるのは「「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」」

と、「独立行政法人国立大学財務・経営センターの理事長」とあるのは「独立行政法人

大学改革支援・学位授与機構の機構長」と、「独立行政法人国立大学財務・経営センタ

ーの事業年度」とあるのは「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の事業年度」と

する。 

 （罰則に関する経過措置） 

第十三条 この法律の施行前にした行為及び附則第十一条の規定によりなお従前の例によ

ることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。 

 （政令への委任） 

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 

 （船員保険法の一部改正） 

第十五条 船員保険法（昭和十四年法律第七十三号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一独立行政法人大学評価・学位授与機構の項を次のように改める。 

独立行政法人大学改革支援・学位授与

機構 

独立行政法人大学改革支援・学位授与

機構法（平成十五年法律第百十四号） 

  別表第一独立行政法人国立大学財務・経営センターの項を削る。 

 （学校教育法の一部改正） 

第十六条 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）の一部を次のように改正する。 

  第百四条第四項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構」を「独立行政法人大学改

革支援・学位授与機構」に改める。 

 （国家公務員共済組合法の一部改正） 

第十七条 国家公務員共済組合法（昭和三十三年法律第百二十八号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第二独立行政法人大学評価・学位授与機構の項を次のように改める。 

独立行政法人大学改革支援・学位授与

機構 

独立行政法人大学改革支援・学位授与

機構法（平成十五年法律第百十四号） 

  別表第二独立行政法人国立大学財務・経営センターの項を削る。 

 （大学の教員等の任期に関する法律の一部改正） 

第十八条 大学の教員等の任期に関する法律（平成九年法律第八十二号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第二条第三号中「独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財

務・経営センター」を「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。 

 （国立大学法人法の一部改正） 



第十九条 国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）の一部を次のように改正する。 

  第七条第四項中「独立行政法人国立大学財務・経営センター」を「独立行政法人大学

改革支援・学位授与機構」に改める。 

  第三十一条の三第一項中「独立行政法人大学評価・学位授与機構に」を「独立行政法

人大学改革支援・学位授与機構に」に、「独立行政法人大学評価・学位授与機構法」を

「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法」に改める。 

  附則第九条第二項中「当該価額に」の下に「独立行政法人大学評価・学位授与機構法

の一部を改正する法律（平成二十七年法律第▼▼▼号）附則第十九条の規定による改正

前の」を加え、「（以下「センター」という。）」を削り、「負担する」を「負担する

こととされた」に改め、同条第三項中「センター」を「独立行政法人大学改革支援・学

位授与機構（附則第十二条第一項において「機構」という。）」に改める。 

  附則第十二条の見出し中「センター」を「機構」に改め、同条第一項中「センター

に」を「機構に」に、「独立行政法人国立大学財務・経営センター法（平成十五年法律

第百十五号）附則第八条第一項第二号の規定によりセンターが承継した借入金債務」を

「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法附則第十三条第一項第一号に規定する承

継債務（第三項において単に「承継債務」という。）」に改め、同条第三項中「センタ

ーが承継した借入金債務」を「承継債務」に改める。 

 （国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置） 

第二十条 施行日前に前条の規定による改正前の国立大学法人法第七条第四項の規定によ

り付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条件は、前条の規定による

改正後の国立大学法人法第七条第四項の規定により付された同項に規定する金額を機構

に納付すべき旨の条件とみなす。 

 （独立行政法人国立高等専門学校機構法等の一部改正） 

第二十一条 次に掲げる法律の規定中「独立行政法人国立大学財務・経営センター」を

「独立行政法人大学改革支援・学位授与機構」に改める。 

 一 独立行政法人国立高等専門学校機構法（平成十五年法律第百十三号）第五条第四項

及び附則第八条第三項 

 二 国立大学法人法の一部を改正する法律（平成十七年法律第四十九号）附則第五条第

十一項 

 三 国立大学法人法の一部を改正する法律（平成十九年法律第八十九号）附則第三条第

二項 

 （独立行政法人国立高等専門学校機構法の一部改正に伴う経過措置） 

第二十二条 施行日前に前条の規定による改正前の独立行政法人国立高等専門学校機構法

第五条第四項の規定により付された同項に規定する金額をセンターに納付すべき旨の条

件は、前条の規定による改正後の独立行政法人国立高等専門学校機構法第五条第四項の

規定により付された同項に規定する金額を機構に納付すべき旨の条件とみなす。 



     理 由 

 独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人国立大学財務・経営センターを

解散し、その業務の一部を独立行政法人大学評価・学位授与機構に承継させるとともに、

独立行政法人大学評価・学位授与機構の名称を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構

とする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


